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   武蔵野市自治基本条例（仮称）に関する懇談会ワーキングチー  

ム設置要綱  

 

 （設置）  

第１条  武蔵野市自治基本条例（仮称）の骨子案の検討にあたり、武蔵野

市自治基本条例（仮称）に関する懇談会設置要綱（平成 28年 11月 13日施

行。以下「要綱」という。）第１条の規定により設置する武蔵野市自治

基本条例（仮称）に関する懇談会（以下「懇談会」という。） を補佐す

るため、武蔵野市自治基本条例（仮称）に関する懇談会ワーキングチー

ム（以下「ワーキングチーム」という。）を設置する。  

 （所管事項）  

第２条  ワーキングチームは、次に掲げる事項を行う。  

 (1)  懇談会の会議の補佐  

 (2)  前号に掲げるもののほか、懇談会が必要と認める事項  

 （構成）  

第３条  ワーキングチームは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各

号に定める人数以内で構成し、市長が任命し、又は委嘱する。  

 (1) 総務部総務課職員  １人  

 (2) 総務部自治法務課職員  ２人  

(3) 市民部市民活動推進課職員  １人  

 (4) ワーキングチームへの参加を希望する職員  ６人  

 （設置期間）  

第４条  ワーキングチームの設置期間は、懇談会が要綱第２条の規定による

報告をした日までとする。  

 （庶務）  

第５条  ワーキングチームの庶務は、総合政策部企画調整課が行う。  

 （その他）  

第６条  この要綱に定めるもののほか、ワーキングチームについて必要な事

項は、市長が別に定める。  

   付  則  

 この要綱は、平成 28年 11月 13日から施行する。  


